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令和３年第４回筑西市教育委員会定例会会議録 

 

招集日時 

場   所 

出 席 者 

欠席委員 

傍 聴 者 

委員以外の出席者 

 

 

報 告 

 

議   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月１５日（木） 午後４時００分 （開会：午後４時００分 ～ 閉会：午後５時００分） 

筑西市丙３６０番地 本庁舎３階 筑西市教育委員会３０２会議室 

教育長：赤荻利夫、教育長職務代理者：吉澤貴美子、教育委員：塚本真実、教育委員：斉藤裕光、教育委員：草間 武 

なし 

なし 

部長：古幡成志、次長：鈴木敦史、学務課長：根本薫、指導課長：野口修、生涯学習課長：寺内智恵子、文化課長：成田佳輝、地域交流セ

ンター長：海老澤敦司、学務課学校総務グループ課長補佐：木村拓夫、学務課学校総務グループ主事：小林奈央 

 

（１）筑西市校長会等の役員について 

 

報告第５号  筑西市生涯学習指導員等の配置について 

報告第６号  令和３年度公民館職員配置について 

報告第７号  筑西市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第８号  筑西市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第９号  市指定天然記念物の指定解除について 
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議事の大要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤 荻 教 育 長 ：  みなさん、こんにちは。新型コロナウイルス感染症について、未だ予断を許さない状況が続いております。 

              昨日時点での筑西市の感染者数につきましては、１６４名となっており、一日も早く終息することを祈っております。 

それでは、２.報告事項に入ります。（１）筑西市校長会等の役員について、報告をお願いします。 

指 導 課 長 ：  【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、（１）筑西市校長会等の役員についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたし 

              ます。よろしいでしょうか。続きまして、３．議事に入ります。 

報告第５号 筑西市生涯学習指導員等の配置について、ご説明をお願いします。 

生涯学習課長 ：  【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、報告第５号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

塚 本 委 員 ：  社会教育指導員については、生涯学習課において、配置が無くてもよいということですか。 

生涯学習課長 ：  昨年度までは、生涯学習課に社会教育指導員を配置し、家庭教育学級のご指導をいただいておりましたが、現時点 

で配置はありません。社会教育指導員に関する要綱では、社会教育指導員の配置について、市全体で２０名以内を 

配置することになっております。 

赤 荻 教 育 長 ：  現在生涯学習課においては、昨年任用しておりました先生の都合がつかないため、欠員となっている状態でありま 

す。出先機関については、１５名の社会教育指導員が配置されている状況です。 

草 間 委 員 ：  家庭教育学級の運営については、他の指導員の方たちで対応しているということでしょうか。 

赤 荻 教 育 長 ：  はい。生涯学習課の職員と、現在配置されている指導員の方にご協力いただき、運営を進めていただいております。 

生涯学習課長 ：  運営が滞ることのないよう、生涯学習課職員の中で事務分担を行っております。 

赤 荻 教 育 長 ： よろしいでしょうか。続きまして、報告第６号 令和３年度公民館職員配置について、ご説明をお願いします。 

地域交流センター長： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、報告第６号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

草 間 委 員 ：  今年度は、社会教育指導員の方の変更が少なく２名ということですね。 

赤 荻 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。続きまして、報告第７号 筑西市スポーツ推進委員の委嘱について、ご説明をお願いしま 

す。 

スポーツ振興課長： 【資料により説明】 

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、報告第７号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

塚 本 委 員 ：  任期は令和３年４月１日から２年間ということでよろしいでしょうか。 

スポーツ振興課長：  はい。令和３年４月１日から２年間の任期となります。 
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赤 荻 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。続きまして、議案第８号 筑西市文化財保護審議会委員の委嘱について、議案第９号 市指定天 

然記念物の指定解除について、ご説明をお願いします。 

文 化 課 長 ：  【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ：  ただいま、議案第８号及び議案第９号についてご説明いただきましたが、ご質問等がございましたらお願いいたし 

              ます。  

斉 藤 委 員 ：  根元周辺はどのようになっておりますか。 

文 化 課 長 ：  根元につきましては切り株として残し、湧き水が流れている状態です。切り株を全て取り除いてしまいますと、水の流 

れが変わり、枯れてしまう可能性があります。近隣住民のみなさまからも切り株を全て取り除いてしまうのは悲しいと 

いう声をいただいております。切り株を残していることにより、数年後若木が生えてくることが期待できます。 

赤 荻 教 育 長 ：  祠は残しているのですか。 

文 化 課 長 ：  祠の覆い屋は重みでつぶれてしまいましたが、祠自体は残しております。昔からあるものなので立派なものではあり 

ませんが、先人の方がお参りをするために祭ったもののため、覆い屋は取り除きましたが、祠の方はそのままにして 

おります。 

赤 荻 教 育 長 ：  覆い屋を付けてほしいという依頼はないのですか。 

文 化 課 長 ：  今のところはありません。 

塚 本 委 員 ：  切り株が残っているということですが、安全面については大丈夫ですか。 

文 化 課 長 ：  倒木の心配はなくなり、全体的に低い位置に集まっております。湧き水につきましても、少量のため安全面について 

は問題はないと思われます。 

塚 本 委 員 ：  切り株のささくれが出ているということはありませんか。 

文 化 課 長 ：  持ち主の方が近くにいらっしゃるため、随時刈取り作業を行っていただいております。文化課職員も定期的に様子を 

見に足を運んでおりますが、作業が入る前には、一時的に伸びてしまうこともあるため、繰り返し刈取り作業を行うこと 

になります。市指定解除となりますと、持ち主の方に管理をしていただくことになるため、ご理解をいただきながら進め 

ていただきたいと思います。 

塚 本 委 員 ：  子どもたちがけがをしないよう管理していただければと思います。 

文 化 課 長 ：  はい。地元の自治会様とも連携を取りながら管理を行っていきたいと思います。 

赤 荻 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。それでは、議案第８号及び議案第９号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ：  【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ：  挙手全員であります。よって、議案第８号及び議案第９号について、原案どおり可決いたします。 
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続きまして、４．協議に入ります。（１）次回教育委員会定例会について、ご説明をお願いします。 

学 務 課 長 ：  次回教育委員会定例会につきましては、５月２０日(木)午後４時００分から開催いたします。 

赤 荻 教 育 長 ：  ありがとうございました。続きまして、５．その他に入ります。 

（1）家庭教育学級開級式の非開催について、ご説明をお願いします。 

生涯学習課長 ：  【 説 明 】  

赤 荻 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

続きまして、（2）令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会(千葉大会）等の開催方法につ 

いて、（３）令和３年度茨城県市町村教育委員会連合会総会等の開催方法について、ご説明をお願いします。 

学 務 課 長 ：  【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ：  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

続きまして、（４）令和３年度４月定例学校運営研修会について、説明いたします。  

【資料により説明】  

その他ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

以上をもちまして、令和３年第４回筑西市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


